
令和５年１月 

 

日本文教出版株式会社 編集部 

 

 

令和 4年度高等学校副教材『情報のノート 情報の科学』の訂正に関するお知らせ 

 

 

現在ご使用いただいております弊社発行の高等学校副教材『情報のノート 情報の科学（情科

305 準拠）』につきまして、以下、訂正がございます。先生方、生徒、保護者の方々に大変ご迷

惑をおかけいたします。深くお詫び申し上げます。 

誠に恐縮ではございますが、当該箇所につきましてご指導の際にご留意いただきますようお願

い申し上げます。 

 

 

頁・ 

箇所 
原文（誤） 訂正文（正） 理由 

37 頁 

大問 2 

7 行目 

・誕生日や名前などの個人情報をそ

のまま使わない。 

・誕生日や名前などの個人的な情報

を使わない。 

教科書の修正

に伴い、より

適切な表現に

するため 

46 頁 

大問 2 

8 行目 

▼氏名や生年月日など，個人を特定で

きる情報を（❸      ）とい

う。（略） 

▼氏名や生年月日などを含む，個人を

特定できる情報を（❸      ）

という。（略） 

教科書の修正

に伴い、より

適切な表現に

するため 

50 頁 

大問 2 

5～6 

行目 

▼クレジットカード会社や金融機関な

どを装った偽の Webサイトをつくり，

そこに誘い込んで，ログインさせて

（❸      ）などの個人情報を

盗む（略） 

▼クレジットカード会社や金融機関な

どを装った偽の Webサイトをつくり，

そこに誘い込んで，ログインさせ，

（❸      ）などを含んだ個人

情報を盗む（略） 

教科書の修正

に伴い、より

適切な表現に

するため 

54 頁 

大問 2 

12 行目 

（略）保護期間は（ ❶ ）の死後

（❿      ），ただし映画は公

開後（⓫     ）である。     

（略）保護期間は（ ❶ ）の死後

（❿      ），映画は公表後

（⓫     ）である。 

教科書の修正

に伴い、より

適切な表現に

するため 

54 頁 

大問 2 

12 行目 

＜教師用書＞ 

（❿ 50年 ） 

＜教師用書＞ 

（❿ 70年 ） 

教科書の修正

に伴い、より

適切な表現に

するため 

解答・

解説編 

14 頁 

p.54 

大問 2 

⑩50 年 ⑩70 年 

教科書の修正

に伴い、より

適切な表現に

するため 



55 頁 

大問 3

（１） 

意匠権  最大    年間 

 

（中略） 

 

著作権（映画） 公開後    年 

意匠権  出願日から    年間 

 

（中略） 

 

著作権（映画） 公表後    年 

教科書の修正

に伴い、より

適切な表現に

するため 

55 頁 

大問 3

（１） 

＜教師用書＞ 

意匠権  最大  20  年間 

 

（中略） 

 

著作権（財産権）著作者の死後  50 

年 

著作権（映画） 公開後  70  年 

＜教師用書＞ 

意匠権  出願日から  25  年間 

 

（中略） 

 

著作権（財産権）著作者の死後  70 

年 

著作権（映画） 公表後  70  年 

教科書の修正

に伴い、より

適切な表現に

するため 

解答・

解説編 

14 頁 

p.55 

大問 3 

（１） 

（1） 

〇特許件:最大 20 年間 

〇実用新案権:最大 10 年間 

〇意匠権:最大 20 年間 

〇商標権:最大 10 年間 

〇著作権（財産権）：著作者の死後

50 年 

〇著作権（映画）:公開後 70 年 

（1） 

〇特許件:最大 20 年間 

〇実用新案権:最大 10 年間 

〇意匠権:出願日から 25 年間 

〇商標権:最大 10 年間 

〇著作権（財産権）：著作者の死後

70 年 

〇著作権（映画）:公表後 70 年 

教科書の修正

に伴い、より

適切な表現に

するため 

 




